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復学後の在学年数、在籍 5 年目以降の学費額の考え方

卒業のために必要な基本要件は、①卒業所定単位の修得、②所定の修業年数の在学、③所定の学費の

納入、の３点です。留学した場合の卒業のための条件は留学形態によって異なります。

＜在籍年数、在学年数、履修学年とは＞

「在籍年数」… 休学期間、留学期間を含め、大学に在籍していた期間です。

「在学年数」…「在籍年数」から休学期間、留学期間(※)を差し引いた期間です。

「履修学年」…科目履修上の学年です。休学中は履修学年が繰り上がりません。

※単位認定を申請し、申請単位が認定された場合は留学期間を在学年数に算入することができます。

私費留学はさらに単位認定料の支払いが必要です。（後述あり）

なお、CS、ダブルティグリープログラムは自動的に在学年数に算入されます。

Ａ：留学された方

（１）復学時の学年は留学期間を含めた「学年（在籍年数）」となります。
（例：３年生９月に留学し、今回復学する場合は４年生となります。）

（２）在学年数に関して；

①交換留学 …留学期間は原則として在学年数に算入されません。ただし、単位認定の申請をし

て、それが認められた場合は、留学期間を在学年数に算入することができます。

単位認定料を支払う必要はありません。「帰国届」に希望を記入してください。

期限までに単位認定の申請と帰国届による希望がない場合は、在学年数に算入し

ないものとして処理します。

②CS、ﾀﾞﾌﾞﾙﾃﾞｨｸﾞﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ … 留学期間は自動的に在学年数に算入されます。

③私費留学 …留学期間は原則として在学年数に算入されません。ただし、私費留学中に修得し

た単位の認定を受け、かつ単位認定料（在学期間に算入する年度により異なる。

文系 36,400 円/1 単位、理系 52,600 円/1 単位）を支払うことにより、私費留学期

間を在学年数に算入することができます。ただし、この場合の単位認定料は、留

学中免除した授業料および教育環境整備費（入学年度により、施設費）相当額が

上限となります。

（３）４年生で留学し、帰国後５年生となった場合の学費は留学の種類によって以下のとおり異なりま

す。

①交換留学、私費留学 … 留学期間を在学年数に算入しない場合、４年生と同額です。

在学年数に算入する場合は、後述の CS 等と同様の扱いです。

②CS、ﾀﾞﾌﾞﾙﾃﾞｨｸﾞﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ … 卒業所定単位数に対する不足単位数に基づき算出



Ｂ：休学された方

（１）復学時の学年は休学期間を含めた「学年（在籍年数）」となりますが、科目履修上の学年（＝履

修学年）は上がりません。履修学年は「在学年数＋１」（※小数点以下切り捨て）となります。

（２）４年生で休学し、復学して５年生となった場合の学費は、在学年数（在籍年数から休学期間を除

いた年数）によって以下のとおり異なります。

・在学年数が４年を超えない場合 … ４年生と同額

・在学年数が４年を超える場合 … 卒業所定単位数に対する不足単位数に基づき算出

（例１）2 年生の春学期に休学した場合の在学年数、履修学年について
在籍年数

（学年）

1 年 2 年 3 年 4 年 5 年

学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期

学籍状態 在学 在学 休学 在学 在学 在学 在学 在学 在学 在学

在学年数 0.5 1.0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

履修学年 1 年生 1 年生 ― 2 年生 2 年生 3 年生 3 年生 4 年生 4 年生 5 年生

※上記の例では、3 年生の春学期時点では、在籍年数（学年）は 3 年（生）ですが、在学年数が満 2 年に達し

ていないため、履修学年は 2 年生の扱いとなり、3 年生以上が履修できる科目を履修することができません。

※4 年終了時に仮に卒業に必要な単位をすべて修得済みであっても、在学年数が満 4 年に満たない場合は卒業

できません。

（例２）4 年生の秋学期から 1 年間交換留学（EX）をした場合の在学年数、履修学年について
在籍年数

（学年）

1 年 2 年 3 年 4 年 5 年

学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期

学籍状態 在学 在学 在学 在学 在学 在学 在学 留学 留学 在学

在学年数 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 3.5 3.5 4.0

履修学年 1 年生 1 年生 2 年生 2 年生 3 年生 3 年生 4 年生 4 年生 5 年生 5 年生

※上記の例では、5 年生の秋学期時点では、在籍年数（学年）は 5 年（生）ですが、在学年数が満 4 年に達し

ていないため、延長生（5 年生以上）の扱いとはならず、学費は所定額の徴収となります。

※ただし、単位認定を申請し承認され、留学期間を在学期間に算入することを希望した場合は以下の例

３のとおりとなります。

（例３）
在籍年数

（学年）

1 年 2 年 3 年 4 年 5 年

学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期

学籍状態 在学 在学 在学 在学 在学 在学 在学 留学
(在学扱い)

留学
(在学扱い)

在学

在学年数 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

履修学年 1 年生 1 年生 2 年生 2 年生 3 年生 3 年生 4 年生 4 年生 5 年生 5 年生

※留学期間を在学期間に算入することで、復学時の在学年数が満 4 年に達するため、延長生となります。

※留学期間中は延長生の学費減額を受けることはできません。例３の場合、5 年次春学期に早稲田大学

に支払う学費額は所定額となります。

不明点等あれば教育学部事務所までお問い合わせください。

早稲田大学教育学部事務所

〒169-8050 新宿区西早稲田 1-6-1

TEL: 03-3202-2379

E-mail: edu-gakumu@list.waseda.jp


